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介護保険の利用を希望するときは、
播磨町の窓口に申請してください。
申請は、本人または家族のほか、地
域包括支援センター、居宅介護支援
事業者、介護保険施設などに代行し
てもらうこともできます。（更新申請
も含む）

申請をすると、訪問調査や主治医意見書をもと
に審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度
合い（要介護度）が決まります。

●訪問調査
　心身の状態を本人、家族から聞きとります。
調査項目は国が定めた全国共通の内容です。

●主治医の意見書
　医師から介護を必要とする原因疾患や、介護
の必要性などについて、記載を受けます。

●一次判定（コンピュータ判定）
　訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部
の項目をコンピュータ入力します。

●二次判定（介護認定審査会）
　訪問調査や主治医の意見書などをもとに、
保健、医療、福祉の専門家が審査します。

① 認定申請 ② 認定審査 ③ 結果の通知

今後、要支援・要介護状態になる
可能性の高い方を早期に把握

保健師からの
情報など

民生委員からの
情報など

いっしょに
がんばりましょう
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二次予防対象者
要支援・要介護状態になる
おそれが高いと考えられる方

申請書には、意見書を求
める主治医の氏名、医療
機関名を記入します。
申請の前には、主治医に
相談してみましょう。
※主治医がいない場合は窓
口にご相談ください

     申請に必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証
   （第2号被保険者の場合）

介護保険のサービス
を利用することによ
り、生活機能の維
持、改善を図ること
が適切な方など。

担当ケアマネジャーを選定し、必
要な介護サービスについて相談
します。ケアマネジャーはサービ
ス提供事業者との調整などを含
めた具体的なケアプランを作成
します。

要介護状態が軽く、
介護保険サービスを
利用することによ
り、生活機能が改善
する可能性の高い方
など。

生活機能の低下に
より、今後、要支援
状態などへ移行する
可能性が高い方の
場合は地域支援事
業を利用できます。
介護サービス（介護
予防サービス）は利
用できません。
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サービスの利用の流れ
サービスを利用するには、播磨町の窓口に申請して「介護や支援が必要である」という 認定を受けることが必要です。
サービスを利用するまでの手続きの流れは、以下のようになります。


